
佐伯市老人デイサービスセンターＢ型 「中川園」重要事項説明 

介護予防・日常生活支援総合事業 

通所型サービス Cころばん事業・訪問型サービス Cころばん訪問事業 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（大分県指定 第４４７０５０１２３２号） 

           （2025年 4月 1日） 

 当事業所は、介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス C ころばん事業・訪問

型サービス Cころばん訪問事業の提供を行います。（佐伯市よりの委託事業）事業所の概要

や提供されるサービスの内容、ご注意いただきたい事項等について次の通りご説明いたし

ます。 

 

１．事業運営主体（法人名） 

  ・法 人 名   社会福祉法人 双 樹 会 

  ・法人所在地   大分県佐伯市大字池田１６９９番地の７ 

  ・電話・ＦＡＸ  電話：0972-23-3000  ＦＡＸ：0972-23-0330 

  ・代表者氏名   理 事 長  長 門 仁 

  ・設立年月日   平成 ９年 ７月２３日 

 

２．事業所の概要 

（１） 名称等  

事 業 所 の 名 称 

 及 び 種 類 

佐伯市老人デイサービスセンターＢ型「中川園」 

（介護予防・日常生活支援総合事業通所型） 

（通所型サービス Cころばん事業・訪問型サービス Cころばん訪問事業） 

事業所の所在地 〒876-0844  大分県佐伯市向島１丁目３番８号 

管 理 者 の 氏 名 管理者  若 狭  秀 典 

電 話 ・ Ｆ Ａ Ｘ 電話：0972-23-3064    ＦＡＸ：0972-23-3072 

事業所指定番号 第 ４４７０５０１２３２号 

通常の事業実施地域 佐 伯 市 

事 業 所 の 目 的 

指定通所介護サービスは、介護保険法に従い、ご利用者 

様がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生 

活を営むことができるよう支援することを目的としてサ 

ービスの提供を行います。 

事業所の基本方針 

 ご利用者様が居宅において、自立した日常生活を営むこ

とができるよう、必要な日常生活上の機能訓練を行うこ

とで、ご利用者様の心身機能の向上・自立支援を基本方

針とします。 

 

 

 

 

 



（２）営業日及び営業時間 

営 業 日 
毎週火曜日・金曜日の２日間を営業日とします。また、１

２月３１日から１月３日を年末年始休業日とします。 

営 業 時 間 8:30～17:30 

 提 供 時 間 9:30～12:00 ・ 13:30～16:00 （2時間 30分） 

 

（３）職員の配置状況 

    事業所はご利用者様への通所ころばん事業に際して、次の職員を配置します。 

管 理 者 １名 介護職員 ７名（相談員兼務） 

生活相談員 2名（介護職員兼務有） 機能訓練指導員 ２名（看護職員兼務） 

看護職員 ２名 理学療法士 １名 

    

（４） 設備の概要 

定   員 ３５名 （その他の設備）  

食堂、機能訓練室 １７１．２６㎡ サービスステーション  

浴室、脱衣室  １０８．６８㎡ 洗濯、汚物、リネン室  

静 養 室   ２１．４７㎡   送迎車両  

 

３ 事業所が提供するサービス内容と利用料金 

（１） サービス内容 

種 類  内        容 

通所型サービス C 

ころばん事業 

訪問型サービス C 

ころばん訪問事業 

心身機能や生活機能が低下している高齢者に対し、通所型サ

ービス C と訪問サービス C をセットで提供する事により、

専門職が自宅の環境や生活動作を確認し生活課題を抽出し

たうえで、環境調整や動作の改善をめざした専門的なプログ

ラムの提供を行って、短期間にて心身機能や生活機能を高

め、再び、家庭や地域の活動に参加できるようになることを

目指します。 

※担当のサービス提供責任者が、利用者の直面している課題等を評価し、ケアプ

ランに沿ってサービス計画書（介護予防サービス計画）を作成し、同意を得てサ

ービスが実施されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ～基本的スケジュール～ 

① 送迎（送り・迎え） 

② バイタルチェック・体調の聞き取り 

③ 講話（自立支援） 

④ ウォーミングアップ 

⑤ 体力測定 

⑥ 上肢・下肢主運動（３点セット） 

⑦ めじろん元気アップ体操 

⑧ クーリングダウン 

※ 食事提供は行いません。（食生活の聞き取りを行う場合があります） 

※ 入浴支援に関し、自立支援に必要である場合には、訓練の内容とし入浴支援を

行う場合がございます。基本的に入浴支援はおこないません。 

※ 個別の生活課題等に対する支援・聞き取り等を行う場合があります。 

 

 

（２） サービス利用料金（利用者様負担額） 

種 類  内        容 

通所型サービス C 

ころばん事業 

週１回利用の場合：1,300円／1月につき（1割負担） 

週２回利用の場合：2,600円／1月につき（1割負担） 

訪問型サービス C 

ころばん訪問事業 

５００単位（円）（利用者負担０円）１回につき 

※利用者負担はありません。 

その他費用 
サービス実施に必要な物品等はご利用者様負担となりま

す。（ご利用者様に関わる物品） 

    ※利用料金に関しては、負担割合（１割・２割・３割）により変動致します。 

     利用料金は、１か月毎の包括料金となります。（利用回数でなく月の固定料金） 

    ～ご利用料金のお支払方法～ 

ご利用いただきました利用料金は１か月ごとに計算し、請求いたしますので翌月 

     ２０日までにお支払い下さい。お支払い方法は、銀行振込み、指定口座引き落し、 

現金支払いの中から選んで下さい。 

〇金融機関からの引き落とし 

  ご利用できる金融機関    大分銀行佐伯支店 

  職員にご相談下さい。書類による手続きが必要となります。 

〇銀行振込み 

  下記指定口座へ振り込み下さい。なお、この場合の手数料は 

  利用者様負担となります。 

  指定銀行：大分銀行 佐伯支店／普通預金    

口座番号：５４１４２００ 

  名  義：佐伯市老人デイサービスセンターＢ型 中川園 理事長 長門仁 

〇現金納付 

  施設窓口で現金でお支払下さい。また、送迎時に職員に渡して 

  いただいても結構です。（この場合、領収書は後日となります） 

 

 



４ 解約権 

ご利用者様は以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができ 

ますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、契約を解約していただく 

ことになります。 

① 事業者が解散した場合、破産した場合また止むを得ない事由により施設を閉鎖 

した場合。 

② 施設の滅失や重大な毀損により、ご利用者様に対するサービスの提供が不可能

となった場合。 

③ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合、または指定を辞退した場合。 

④ 契約が終了した場合。 

⑤ ご利用者から解約の申し出があった場合。 

⑥ 事業者から解約の申し出を行った場合 

⑦ その他、ご利用者様の身体状況等の変化により事業所でのサービス提供ができ 

なくなった場合等 

 

５ 緊急時の対応方法 

  サービス提供中にご利用者様の身体に容態の変化等があった場合は、事前の打ち合わ 

せによる、医師、救急隊、ご家族、居宅介護支援事業者等へ連絡し、必要な処置を講 

じます。 

医 師 

（協力病院） 

氏 名 長門記念病院 総院長 後藤陽一郎 

連 絡 先 ０９７２－２４－３０００ 

ご家族 

（緊急連絡先） 

氏   名 

（続柄） 

 

連 絡 先  

担当医師 

（緊急連絡先） 

医療機関名  

連 絡 先  

 

６ 非常災害対策 

非常時の対応 
従業者により、ご利用者様の避難等の措置を講じます。 

自然災害時における業務継続計画策定し実施致します。（ＢＣＰ） 

防災計画 施設の防災計画に準じて計画書の作成を行います。 

防災設備 定期的に防災設備の点検を実施します。 

防災訓練 防災（避難）訓練の実施を行います。 

ご利用者様の

協力（お願い） 

事業所では設備点検や防災訓練等を実施しますので、可能な限り

のご協力をお願いします。また、火気の取り扱い等につきまして

は、職員の指示を厳守して下さい。 

 

 

 



７ サービス内容に関する苦情、相談 

  当事業所における苦情や相談は以下の窓口で受け付けます。 

  ・当事業所における  受付窓口（責任者）管理者   若狭 秀典 

（担当者）生活相談員 濱﨑 紀子 

     理学療法士 上杉 啓太 

    

          電話番号 ０９７２－２３－３０５４ 

  ・窓口受付      受付時間 毎週月曜日～土曜日 ８時３０分～１７時３０分 

・公的機関でも、次の窓口で受け付けます。 

佐伯市役所       佐伯市中村南町１番１号 

 介護保険係        電話 ０９７２－２２－３１１７ 

佐伯市地域包括     佐伯市向島 1丁目 3番 8号 

 支援センター       電話 ０９７２－２３－１６３２ 

 

 

８  教室参加の主治医確認  

種 類       ころばん事業参加の了解 

通所型ころばん事業       有     ・      無 

備      考  

 

９  中川園ご利用に当たっての留意事項（リスクについて） 

   当事業所では、利用者様の心身の状況を把握したうえで、その有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことができるようサービスを提供いたします。利用者および

ご家族様に当事業所の機能役割を説明し、理解したうえで提供されますが、自立支

援事業であるがゆえのリスク（危険）を伴う可能性も想定されます。転倒・バイタ

ルの変化等みられる可能性があります。上記状況が起こらない為に、努めておりま

すがリスクについて十分にご理解下さい。 

 

10 衛生管理及び感染症対策 

 等事業所は、利用者と施設の衛生管理に努めるとともに、感染症が発生し、蔓延しない

ように以下にかかげる措置を講じます。（感染症発生時における業務継続計画策定） 

 ・事業所は、感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する医院かを設置し、定

期的に開催いたします。 

 ・事業者における感染症の予防及びまん延防止の為の指針を整備する。 

 ・事業者は、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止の為の研修・訓練を定期的に

実施致します。 

 

 

 

 

 

 



 

11 虐待防止・身体拘束廃止について 

 虐待の発生及び又はその再発を防止・身体拘束廃止するため以下の措置を講じます。 

 ・虐待防止・身体拘束廃止のための対策を検討する虐待防止対策委員会を設置し、定期 

的に開催いたします。 

 ・虐待防止・身体拘束廃止のための指針を整備致します。 

 ・虐待防止及び身体拘束廃止のための研修会を定期的に実施致します。 

 

 

 

 令和   年   月   日 

 

介護予防・日常支援総合事業通所型サービス Cころばん事業訪問型サービス Cころばん

訪問事業の提供の開始に当たり、ご利用者に対して、本書面に基づき重要事項の説明を

行いました。 

 

事業者  佐伯市大字池田１６９９番地の７ 

 社会福祉法人 双 樹 会 

 

説明者                   ㊞ 

 

 

  本書面に基づき事業者から重要事項の説明を受け、介護予防・日常支援総合事業通所

型サービス Cころばん事業訪問型サービス C ころばん訪問事業サービスの提供開始に

同意します。 

 

         令和   年   月   日 

 

ご利用者様   住 所 

 

                   氏 名                ㊞ 

            

利用者代理人  住 所 

                      

 氏 名                ㊞ 

 

 

 

 

 

 

 

 



介護予防・日常生活支援総合事業利用料金一覧表 

佐伯市老人デイサービスセンターＢ型「中川園」   

  

通所型サービス C ころばん事業 

  （令和 07年 4月 01日～） 

【基本料金】 
  

利用回数 

基 本 単 位（金額） 

１割負担 ２割負担 3 割負担 

週１回 1,300 円 2,600円 3,900 円 

週２回 2,600 円 5,200円 7,800 円 

送迎加算 利用者負担なし 利用者負担なし 利用者負担なし 

中山間地域に居住

する者の送迎加算 
利用者負担なし 利用者負担なし 利用者負担なし 

【事業実施曜日】   
 

➢ 通所型ころばん事業   ： 火曜日・金曜日の午前と午後  

  

訪問型サービス C ころばん訪問事業 

利用料 利用者負担はありません。 

実施頻度 必要時（初回に必ず１回は実施します） 

【内  容】  
 

ころばん事業に関わっているセラピストがご自宅へ伺い、生活における課題を確認させ

て頂き、環境整備や動作確認を行います。 

 

 

 

 


